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＜シンポジウム 21―1＞神経内科の教育プログラムはいかにあるべきか

神経内科教育に ICTは使えるか？―その方法と問題点

天野 隆弘

要旨：ICT（Information and Communication Technology）の進歩は目覚ましい．ICTの進歩でインターネットを
かいし，PC，iPod，iPad，携帯など情報端末を利用した学習環境は大きく変化している．この技術を幅広く利用し
た神経内科領域での教育教材開発や利用環境の整備が望まれる．神経内科の教育対象には，不随意運動，表情，歩
行など一度眼にしていると診断が容易なものが少なくない．頻繁に遭遇するものからまれにしか遭遇しないものま
で，その学習の対象は幅が広い．まれなものを有効に ICTを利用してまんべんなく学習できれば，教育効率もよい．
神経内科領域の救急対応教育には，シミュレータを利用して一応の知識を習得させ，技術レベルを確保する様にで
きる．多くの研修医，専門医に ICTをもちいて救急教材を提供することが必要である．これらの教材整備やシミュ
レーション教育の教材は，新たな作成ばかりでなく，各施設の手持ちの教材，動的画像，地方会での発表物などを，
学会主導で集中管理して，学会員すべてが自由にお互いに利用可能にすることで，有効な学習ができる．この環境
整備，電子アーカイブ作りが望まれる．これらの利用には，著作権，個人情報保護，肖像権などをふくめた法的問
題のクリアーが必要である．学会が主導してこれらの条件をクリアーし，情報時代に合った，法を順守した教材処
理，教材集積とその利用を可能にすることが望ましい．会員全員が利用できる e-learning 環境，そのシステム構築
が望まれる．
（臨床神経 2010;50:1034-1036）
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緒 言

ICTは，かつては ITといわれていた．現在では国際的に，
また日本でも政府関係の公用語としてはCommunication の
はいった ICT（Information and Communication Technology）
が使用されている．単なる ITだけでなく ITを利用した
communication が重要視されている証でもある．この ICT
の進歩は目覚ましい．この科学技術進歩を取り入れた教育は
e―ラーニングとして近年ますます注目をされてきてい
る１）～６）．この ICTを利用した神経内科領域における教材開発
や利用，応用，将来性，可能性を考え，同時にその利用に際し
て問題となる著作権法，個人情報保護法など法的に関わる問
題点に触れたい．

対象，結果および考察

1）シミュレータをもちいた教育
最近の医学教育では，人形や機器（以下シミュレータ）をも
ちいたシミュレーション教育が注目され，各大学や大きな病
院ではシミュレーション施設やスキルスラボが設置され，そ
の利用が普及してきた．同時に，新たなシミュレータの開発と
その高度化には目覚ましいものがある．いかに臨床技能を発
揮できるか，評価するかに関しては，有名なMiller の三角と
呼ばれている教育段階がある７）．臨床プロフェッショナルとし

ては，知識（Knowledge）から，どのようにおこなうかを知っ
ている段階（Competence），いかにおこなえるかを示せる段
階（Performance）をへて，実践（Action）にいたるとするも
のである．この performance の段階での教育に，ICTの発展
を背景に，内視鏡手術シミュレータや，人と同じように呼吸
し，呼気ガス，血圧の自由な設定，レスピレータの装着，ガス
分析も可能な人型シミュレータなどができている．これら最
新のテクノロジーをもちいた高度なシミュレータが種々開発
され，これをもちいた医学教育，performance 教育が進んでき
た．その利用は，患者で教育しがたい臨床場面である救急の臨
床教育にはとくに有効性が高い．すなわちベッドサイドでの
急変時処置，救急患者対応など実際の患者をもちいての臨床
教育ができない状況が日常臨床では少なくない．この方面で
の臨床教育にシミュレーションをもちいた教育はきわめて有
効である．
神経内科領域でも，シミュレータを利用した教育を考える
と，意識障害への対応，けいれん発作時の対応，ALSや重症
筋無力症，ギラン・バレー症候群などでの呼吸障害などへの
素早い対応，呼吸停止，心停止など急変時の対応などがこれに
当たる．ルンバールをはじめとした侵襲性の高い手技の教育
にも，シミュレータ教育はきわめて有効と考えられる．さらに
は，専門医資格などの資格認定試験における実践能力評価な
どへのシミュレータの利用も，実践力の認定には重要である
と考えられる．
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2）画像による神経内科教育
神経内科領域では，頻繁に遭遇する疾患からまれに遭遇す
る疾患まで学習の対象疾患，病態はきわめて幅が広い．これら
をほぼ理解し，一応の対応ができ，一定範囲の知識と技法を習
得することが研修医，専門医には求められる．とくに動きをと
もなった不随意運動，表情，歩行などの症候は，一度眼にして
いれば最終診断への到達がきわめて速くなるものが少なくな
い．
一方，これらの専門医としての知識，学習のためにすべての
患者の症候を限られた期間に経験することは不可能に近い．
また，勤務環境でも遭遇の機会に大きな差異が出てくる．これ
を補完し，できるだけ学習の機会を均等にする神経内科医と
しての教材整備，画像，とくに動く画像の整備は，従来の神経
所見の取り方，神経診断への考え方の教育を補完し，一定のレ
ベルを保証する専門医としてのminimum essential を早く教
育する意味でもきわめて重要である．
これら教材の収集と整備には，限られたそれぞれの臨床施
設内では膨大な時間がかかるし，不可能な症例も少なくない．
したがって，各施設が保有する，お互いの神経内科臨床教材，
とくに動的画像を，学会主導で収集し，集中管理し，学会会員
に提供することで，学会員が自由に利用し，学習できる体制づ
くりをすることは，その臨床教育の有効性を高め，一定のレベ
ルを保証する意味でも，重要かつ焦眉の急であろう．幸い，神
経内科学会では，学会総会以外に九州地区，東海地区，東京地
区など全国を数地区に分けた神経地方会が毎年頻回に開催さ
れ，そこで発表される膨大な画像情報，画像資産がある．これ
を学会が中心になり収集管理して，会員が利用できる電子
アーカイブ作りが望まれる．他地区をふくめた症例や画像の
情報にすべての会員が自由にアクセスできる膨大な臨床教材
の整備が短期間で可能になる．この点を是非とも早く具体化
することを提案したい．
3）動的画像教材などの利用環境整備
PCの普及，インターネット，web，イントラネットなどコ
ンピュータ環境，ICTの発展を具体化した機器の急速な進歩
と整備で，その利用環境は激変している．利便性から，真の意
味でユビキタスともいえる環境作りが望まれる．これらには，
最近爆発的に利用が増えている iPod，iPad をふくめた各種の
電子書籍端末など相次いで販売されている．携帯端末など情
報端末を利用した学習環境の整備も考えられる．教材を整備
し，利用環境を整備すれば，神経内科の臨床向上を志す全会員
がアクセスして利用できるアーカイブを，学会が運営する
UMINなどの公的サーバーへ保管する環境整備をすれば，会
員が自由に利用できる．利用するための機器はすでに数多く
市販されているし，整備されている．この意味でも，教材の確
保がもっとも急がれる状況にある．
4）教材の管理，利用面での問題
以上のような電子媒体をふくめた多彩な学習教材の自由な
利用には，著作権，個人情報保護，肖像権などをふくめた様々
な法的問題をクリアーすることが必要である．詳細は，各説明
書に譲るが８）～１３），著作権法でも利用許諾がなくても自由に著

作物を使用できるばあいとして，教育現場での使用，図書館で
の複製，引用，個人的な利用，保守修理などのための一時的複
製など 17 項目が挙げられている．一方，その条件を十分に理
解した正しい引用などの知識が今後はますます必要になって
くる．情報時代に合った著作権法改正がなされ１３）2010 年 1 月
から施行された．こうして情報社会にあった法の整備も進ん
できている．実際には，従来は法的根拠もなく曖昧に推移して
きた，キャッシュサーバーやバックアップサーバーなどにお
ける情報の蓄積とバックアップコピーは，法的にも著作権侵
害とならないことが明確にされた．
学会活動は専門教育の場，質の維持としての役割が大きい
が，一方での問題は著作権でいう教育現場には該当しない点
に注意が必要である．ここでいう教育の場とは，小学校から大
学にいたる公的な教育機関での教育であり，一般病院などに
おける教育も著作権法でいう教育の場には該当しない．学会
活動でのプレゼンテーションでも，一定範囲の金銭的な問題
をともなわない活動だけが，厳密には許諾をえないで必要と
する十分な文献，資料，画像情報を引用して利用できる．その
条件を十分に満たし，遵守することが求められる．すなわち，
現在おこなわれている学術誌の引用のように詳細に出典を明
示して利用することが求められる．これをクリアーすれば引
用だけでプレゼンが許されることになる．一方，現在のわれわ
れの活動，とくにスポンサーのあるプレゼンでは問題が生じ
る可能性がある．これらの点を十分に考慮し，クリアーした神
経内科医用の教材を，学会が主導して収集し整備する必要が
ある．各会員が広義での教育目的にも利用できるように，お互
いがもつ許諾権，著作権をすべて学会に譲度して，かわりに会
員が自由に教育，学習に利用できるアーカイブを整備するの
は，この意味でもきわめて重要である．さらには，学会員が持
つ，学術誌などでの著作権，学会発表も，すべて会員間でのお
互いの自由利用をみとめるように提供すれば，許諾の難しい
法的問題が容易にクリアーできる．
一方，個人情報保護法案が施行されて以来，とくに医療の場
では，個人情報への厳密な対応が求められている．医学教育の
場では実に様々な情報が個人情報になるが，法の本質を理解
することなくことさら厳密すぎる対応も多く，自由度が奪わ
れかねない．その情報で個人が特定できるものが個人情報で
ある．この個人情報の教育の場での問題点，詳細は別の引用文
献に述べた１４）．幸い，神経学会が神経診察のDVDを作成した
時に，個人情報や肖像権，法的に必要な文書や，許諾を獲得す
る方法を検討してきたし，実際に具体化してきた実績がある．
これを元に学会が主導して法的にクリアーできる患者情報の
収集法を先導することが求められる．
インターネット時代にあった，法を順守した形での教材処
理，教材集積とその利用が必要であり，その将来への具体的提
案をまとめた（Table 1）．
このような，会員相互が十分に理解しながら共同で運用し
て使用できる，真の意味での自由使用を保証した e-learning
環境，教材収集，利用のシステム構築が新時代には望ましいと
考える．その実現，保管にはUMINを利用しての蓄積，保管，
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Table 1　神経内科に関する教育教材の具体像

1）著作権，個人情報保護に配慮した教材作成を学会が主導して目
指す．

2）学会が中心になり画像教材を収集し，管理する．
動画教材，CT，MRI，脳波，EMGなど画像教材

3）PC，iPOD，iPADなどにも対応した動画教材を作成する．
4）神経地方会発表の症例画像などを収集，蓄積し，学会が管理する．
5）以上の教材を，学会員が自由に教育目的に使用できるアカーブ
として，学会が主導して整備する．

6）提供者は，著作権などの権限に関して，全学会員に自由な使用
を許可する．

7）教材作成者へ何らかの評価をする仕組みも必要．

利用が検討に値しよう．

結 語

インターネット環境での，神経内科教育教材の整備，利用環
境の整備が，会員各位の学習環境，一定レベルの維持，あらた
な会員の教育，学習にはきわめて重要であることを述べた．次
のようにまとめられよう．
1）個人情報保護，著作権など教育関係者が理解すべき法律
などの理解がいる．
2）今後は各医学部，病院が法的にも対応した教材の準備，
使用が必要であるが，各施設でこれをおこなうには，膨大なエ
ネルギーを要する．
3）医学部，病院で教育する医師の著作物，医療教材を，権
利，法を守って集積，開発し，共同利用するシステム作りが必
要であろう．
4）個人情報保護，著作権などに関する教育をおこなう必要
がある．
これらにまつわる法的問題を学会主導でクリアーし，会員
が自由に利用できる電子アーカイブなどの整備は，動的教材
が重要な神経内科領域ではきわめて重要である．学会主導で

の情報の整備，収集の重要性を強調し，このような ICTを利
用した神経内科教材の作成，収集，整備を提案させていただい
た．
今後，何らかの形で具体化が進むことを念じたい．
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